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(57)【要約】
【課題】放射線の高感度化による高輝度化を実現した放
射線検出器の製造方法を提供すること。
【解決手段】放射線検出器は、センサ基板と、シンチレ
ータ層と、隔壁とを具備する。前記センサ基板は、受光
可能な複数の画素を有する。前記シンチレータ層は、前
記センサ基板上に設けられている。前記隔壁は、３００
μm以上８００μm以下の高さ、及び、１０μm以上４０
μm以下の幅を有し、前記シンチレータ層を画素ごとに
区画するように設けられている。シンチレータ材料の充
填により形成されたシンチレータ層上に、蛍光体材料及
び樹脂材料を含むシート材料が転写されることでキャッ
プ層が形成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受光可能な複数の画素を有するセンサ基板と、前記センサ基板に対向する対向基板とを
備える放射線検出器の製造方法であって、
　フォトマスクを用いた感光性ペースト材料の露光処理及びその現像処理により、６０重
量％以上１００重量％以下のガラスを含有する材料でなる隔壁を前記対向基板上に形成し
、
　前記隔壁が形成された前記対向基板を焼成することにより、３００μm以上８００μm以
下の高さ、及び、１０μm以上４０μm以下の幅を有する前記隔壁を形成し、
　前記焼成後、前記対向基板上の前記隔壁により囲まれた領域内に、粉粒状の蛍光体材料
を含むシンチレータ材料を充填し、
　前記シンチレータ材料の充填により形成されたシンチレータ層上に、蛍光体材料及び樹
脂材料を含むシート材料を転写することで、３００μmの厚さのキャップ層を形成し、
　前記シート材料の転写後、前記シンチレータ層及びその上の前記シート材料が前記セン
サ基板と前記対向基板との間に配置されるように、前記センサ基板及び前記対向基板を貼
り合わせる
　放射線検出器の製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の放射線検出器の製造方法であって、
　前記感光性ペースト材料は、無機材料と有機バインダとを含有する
　放射線検出器の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、医療や非破壊検査等の放射線撮影に用いられる放射線検出器及びその製造方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に記載の放射線検装置は、出力基板上に設けられたシンチレータ層と、シン
チレータ層に設けられた、複数の画素を区画する隔壁構造部とを備えている。隔壁構造部
に設けられた隔壁は、スクリーン印刷が複数回繰り返されることにより、所定の高さにま
で形成される。この隔壁内に蛍光体が充填されることでシンチレータ層が形成される（例
えば、特許文献１の明細書段落［００４４］参照）。
【０００３】
　特許文献２に記載の平面検出器も、上記特許文献１と同様に、光電変換基板上に形成さ
れたシンチレータ層と、このシンチレータ層を画素ごとに区画する隔壁とを備える。この
隔壁は、例えばスクリーン印刷法、レジストパターニング法、あるいは、感光性ペースト
法（感光性ペーストの隔壁形状のパターン露光、その現像及び焼成処理）により形成され
る（例えば、特許文献２の明細書段落［００４７］、［００５２］～［００５６］、［０
０６４］参照）。
【０００４】
　特許文献１及び２に開示されたように、シンチレータ層に隔壁が設けられることで、蛍
光体から発生する発光光が隔壁に反射してフォトダイオードへ向かうので、光の拡散が抑
制され解像度が向上する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開2011-21924号公報
【特許文献２】特開2002-202373号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　シンチレータ層に隔壁が設けられた放射線検出器による放射線の高感度化を実現するた
めには、放射線検出器の構造にさらなる工夫が必要とされる。
【０００７】
　本技術の目的は、放射線の高感度化を実現した放射線検出器及びその製造方法を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本技術に係る放射線検出器は、センサ基板と、シンチレータ
層と、隔壁とを具備する。
　前記センサ基板は、受光可能な複数の画素を有する。
　前記シンチレータ層は、前記センサ基板上に設けられている。
　前記隔壁は、３００μm以上８００μm以下の高さ、及び、１０μm以上４０μm以下の幅
を有し、前記シンチレータ層を画素ごとに区画するように設けられている。
【０００９】
　上記のように高さが高く、また、幅が細い隔壁が設けられることにより、シンチレータ
層の体積を増加させることできる。つまり、放射線を効率よく可視光に変換できることが
でき、高感度化を実現することができる。
【００１０】
　前記隔壁の材料の主成分が無機材料であってもよい。
【００１１】
　前記隔壁の材料は、６０重量％以上１００重量％以下のガラスを含有してもよい。これ
により、ガラスを含む感光性材料を用いて、フォトリソグラフィ技術により、高アスペク
ト比で隔壁を形成することができる。
【００１２】
　前記隔壁に含まれる前記無機材料は、ガラス及びセラミックのうち少なくとも一方を含
有してもよい。
【００１３】
　前記シンチレータ層は、蛍光体材料及び樹脂材料を含んでもよい。樹脂材料が含まれる
ことにより、硬化した樹脂によって、放射線検出器の製造過程で発生し得る蛍光体材料の
脱落を防止することができる。
【００１４】
　前記シンチレータ層は、前記蛍光体材料で形成された蛍光体層と、前記蛍光体層と前記
センサ基板との間に配置され、前記蛍光材料及び前記樹脂材料の両方を含む混合層とを含
んでもよい。このように、蛍光体層よりセンサ基板に近い側に、樹脂材料を含む混合層が
設けられることにより、混合層は、乾燥もしくは硬化した樹脂によって、蛍光体層を覆う
キャップ（カバー）層として機能する。これにより、放射線検出器の製造過程で発生し得
る蛍光体材料の脱落を防止することができる。
【００１５】
　前記シンチレータ層は、蛍光体材料及びガラス材料を含んでもよい。ガラス材料によっ
ても、放射線検出器の製造過程における蛍光体材料の脱落を防止することができる。
【００１６】
　前記シンチレータ層は、蛍光体材料を含んでもよい。その場合。前記放射線検出器は、
前記シンチレータ層及び前記隔壁と、前記センサ基板との間に設けられたキャップ層をさ
らに具備してもよい。キャップ層が設けられることにより、放射線検出器の製造過程にお
ける蛍光体材料の脱落を防止することができる。
【００１７】
　前記キャップ層は、少なくとも樹脂材料を含んでもよい。あるいは、前記キャップ層は
、前記蛍光体材料及び前記樹脂材料を混合した材料を含んでもよい。キャップ層に蛍光体



(4) JP 2017-191113 A 2017.10.19

10

20

30

40

50

材料が含まれることにより、輝度を低下させることなく、放射線検出器の製造過程におけ
る蛍光体材料の脱落を防止することができる。
【００１８】
　本技術に係る放射線検出器の製造方法は、フォトマスクを用いた感光性ペースト材料の
露光処理及びその現像処理により、隔壁を基板上に形成することを含む。
　前記隔壁が形成された前記基板を焼成することにより、３００μm以上８００μm以下の
高さ、及び、１０μm以上４０μm以下の幅を有する前記隔壁が形成される。
　前記焼成後、前記基板上の前記隔壁により囲まれた領域内にシンチレータ材料が充填さ
れる。
【００１９】
　フォトマスクを用いた感光性ペースト材料の露光処理及びその現像処理によって、上記
のように高さが高く、また、幅が細い隔壁が形成されることにより、シンチレータ層の体
積を増加させることできる。つまり、放射線を効率よく可視光に変換できることができ、
高感度化を実現することができる。
　なお、本技術に係る上記の「基板」は、受光可能な前記複数の画素を有するセンサ基板
であってもよいし、それに対向する対向基板であってもよい。
【００２０】
　前記感光性ペースト材料は、無機材料と有機バインダとを含有してもよい。上記の焼成
により、有機バインダを実質的に除去することで、無機材料でなる隔壁を形成することが
できる。
【００２１】
　前記隔壁は複数の画素に対応するように形成されてもよい。そして、この製造方法は、
受光可能な前記複数の画素を有するセンサ基板上に、前記シンチレータ材料で構成される
シンチレータ層が配置されるように、前記センサ基板及び前記基板を貼り合わせる工程を
さらに具備してもよい。
【００２２】
　前記基板は、受光可能な前記複数の画素を有するセンサ基板に対向する対向基板でもよ
い。その場合、前記隔壁は、複数の画素に対応するように形成される。そして、前記製造
方法は、前記シンチレータ材料で構成されるシンチレータ層が、前記センサ基板上に配置
されるように、前記センサ基板及び前記対向基板を貼り合わせる工程をさらに具備しても
よい。
【００２３】
　前記製造方法は、前記シンチレータ材料の充填により形成されたシンチレータ層上に、
少なくとも樹脂材料を含む材料を塗布または転写する工程をさらに具備してもよい。
【００２４】
　前記塗布工程は、前記樹脂材料を含む溶液を、前記シンチレータ層上に塗布してもよい
。あるいは、前記転写工程は、前記樹脂材料を含むシート材料を、前記シンチレータ層上
に転写してもよい。あるいは、前記塗布工程は、蛍光体材料及び前記樹脂材料を含むペー
スト材料を、前記シンチレータ層上に塗布してもよい。
【００２５】
　前記基板は、受光可能な複数の画素を有するセンサ基板であってもよく、その場合、前
記隔壁は、前記複数の画素に対応するように形成される。また、その場合、前記製造方法
は、前記センサ基板上の、前記シンチレータ材料の充填により形成されたシンチレータ層
上に、少なくとも樹脂材料を含む材料を塗布または転写する工程と、前記材料が塗布また
は転写された前記シンチレータ層が、対向基板上に配置されるように、前記センサ基板及
び前記対向基板を貼り合わせる工程とをさらに具備してもよい。
【発明の効果】
【００２６】
　以上、本技術によれば、放射線検出器の高感度化を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００２７】
【図１】図１は、本技術の一実施の形態に係る放射線検出器の断面構造の一部を示す。
【図２】図２は、図１におけるＡ－Ａ線断面図である。
【図３】図３は、センサ基板における画素部と、その周辺領域に配設された画素駆動回路
の一例を模式的に示す。
【図４】図４は、図３に示した画素駆動回路によって駆動される画素ＰＸの回路の一例を
示す。
【図５】図５は、本実施形態に係る放射線検出器の製造方法を示すフローチャートである
。
【図６】図６は、隔壁の幅と、その幅の隔壁を有する放射線検出器により得られる輝度（
輝度比）との関係を示すグラフである。
【図７】図７は、図６の関係を示す表である。
【図８】図８は、隔壁の高さと、その高さの隔壁を有する放射線検出器により得られる輝
度（輝度比）との関係を示すグラフである。
【図９】図９は、図８の関係を示す表である。
【図１０】図１０は、他の実施形態の例１に係る放射線検出器を示す。
【図１１】図１１は、図１０に示した放射線検出器の製造方法を説明するための図である
。
【図１２】図１２は、図１０に示した放射線検出器の製造方法を示すフローチャートであ
る。
【図１３】図１３は、他の実施形態の例２に係る放射線検出器の製造方法を説明するため
の図である。
【図１４】図１４は、他の実施形態の例３に係る放射線検出器の製造方法を説明するため
の図である。
【図１５】図１５は、他の実施形態の例４に係る放射線検出器の製造方法を説明するため
の図である。
【図１６】図１６は、他の実施形態の例５に係る放射線検出器の製造方法を説明するため
の図である。
【図１７】図１７は、図１６に示した放射線検出器の製造方法を示すフローチャートであ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、図面を参照しながら、本技術の実施形態を説明する。
【００２９】
　［放射線検出器の構成］
【００３０】
　図１は、本技術の一実施の形態に係る放射線検出器の断面構造の一部を示す。図２は、
図１におけるＡ－Ａ線断面図である。
【００３１】
　放射線検出器１は、α線、β線、γ線、Ｘ線に代表される放射線を可視光に変換して受
光し、放射線に基づく画像情報を電気信号として読み取るパネルであり、医療用をはじめ
、手荷物検査等のその他の非破壊検査用のＸ線撮像装置として好適に用いられる。
【００３２】
　この放射線検出器１は、センサ基板１１と、センサ基板１１上に設けられたシンチレー
タ層１２と、シンチレータ層１２に設けられた隔壁１４と、シンチレータ層１２上に設け
られた対向基板（基板）１３とを備える。以下、各部の構成について詳細に説明する。
【００３３】
　（センサ基板）
　図１においては、センサ基板１１の構造を簡略化して示している。センサ基板１１は、
受光可能な複数の画素ＰＸからなる画素部（後述の画素部１０）を有する。センサ基板１
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１は、この画素部１０の周辺領域に、画素部１０を駆動するための駆動回路が配設される
ようにして構成される。画素部１０は、ＴＦＴ（Thin Film Transistor）等のスイッチ素
子（後述のトランジスタＴｒ）と、図１に示すように、光電センサであるフォトダイオー
ド１６とを画素ごとに有している。これらの素子の構造及び配置などは、公知の種々の構
造及び配置が適用され得る。
【００３４】
　センサ基板１１の厚さは、耐久性や軽量化という観点から５０～１０００μmであるこ
とが好ましい。このセンサ基板１１における画素部１０の詳細（画素回路及び断面構造）
と周辺回路（画素駆動回路）の構成については後述する。
【００３５】
　（シンチレータ層及び隔壁）
　シンチレータ層１２は、放射線の照射により蛍光を発する放射線蛍光体により構成され
る層である。シンチレータ層１２の材料であるシンチレータ材料は、少なくとも蛍光体材
料を含む。蛍光体材料としては、放射線のエネルギーを吸収して、例えば波長が３００nm
～８００nmの電磁波（可視光線を中心に紫外光から赤外光にわたる電磁波（光））への変
換効率が高いものが望ましい。後に製造方法の説明においても述べるが、例えばＧｄ2Ｏ2

Ｓを主成分とする蛍光体粒子を含むペースト材料の塗布により、シンチレータ層が形成さ
れ得る。
【００３６】
　このような蛍光体材料の一例としては、主剤として例えばＣｓＩ、発光効率等を補うた
めの付活剤（賦活剤）として例えばＴｌまたはＮａを用いたものが挙げられる。また、シ
ンチレータ層１２の厚さは、例えば３００μm～８００μm（３００μm以上８００μm以下
）である。
【００３７】
　なお、シンチレータ層１２に用いられる蛍光体材料は、上記ＣｓＩ及びＴｌ等に限定さ
れるものではない。例えば、
基本組成式（Ｉ）：ＭIＸ・ａＭIIＸ'2・ｂＭIIIＸ''3：ｚＡ
で表わされるアルカリ金属ハロゲン化物系蛍光体を用いてもよい。
【００３８】
　上記式において、ＭIは、リチウム（Ｌｉ），Ｎａ，カリウム（Ｋ），ルビジウム（Ｒ
ｂ）及びＣｓからなる群より選択される少なくとも１種のアルカリ金属を表す。
【００３９】
　ＭIIは、ベリリウム（Ｂｅ），マグネシウム（Ｍｇ），カルシウム（Ｃａ），ストロン
チウム（Ｓｒ），バリウム（Ｂａ），ニッケル（Ｎｉ），銅（Ｃｕ），亜鉛（Ｚｎ）及び
カドミウム（Ｃｄ）からなる群より選択される少なくとも１種のアルカリ土類金属または
２価金属を表す。
【００４０】
　ＭIIIは、スカンジウム（Ｓｃ），イットリウム（Ｙ），ランタン（Ｌａ），セリウム
（Ｃｅ），プラセオジム（Ｐｒ），ネオジム（Ｎｄ），プロメチウム（Ｐｍ），サマリウ
ム（Ｓｍ），ユウロピウム（Ｅｕ），ガドリニウム（Ｇｄ），テルビウム（Ｔｂ），ジス
プロシウム（Ｄｙ），ホルミウム（Ｈｏ），エルビウム（Ｅｒ），ツリウム（Ｔｍ），イ
ッテルビウム（Ｙｂ），ルテチウム（Ｌｕ），アルミニウム（Ａｌ），ガリウム（Ｇａ）
及びインジウム（Ｉｎ）からなる群より選択される少なくとも１種の希土類元素又は３価
金属を表す。
【００４１】
　Ｘ、Ｘ'及びＸ"はそれぞれ、フッ素（Ｆ），塩素（Ｃｌ），臭素（Ｂｒ）及びヨウ素（
Ｉ）からなる群より選択される少なくとも１種のハロゲン元素を表す。
【００４２】
　Ａは、Ｙ，Ｃｅ、Ｐｒ，Ｎｄ，Ｓｍ，Ｅｕ，Ｇｄ，Ｔｂ，Ｄｙ，Ｈｏ，Ｅｒ，Ｔｍ，Ｙ
ｂ，Ｌｕ，Ｎａ，Ｍｇ，Ｃｕ，銀（Ａｇ），Ｔｌ及びビスマス（Ｂｉ）からなる群より選
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択される少なくとも１種の希土類元素又は金属を表す。
【００４３】
　ａ，ｂ及びｚはそれぞれ、０≦ａ＜０．５、０≦ｂ＜０．５、０＜ｚ＜１．０の範囲内
の数値を表わす。
【００４４】
　上記基本組成式（Ｉ）中のＭIは少なくともＣｓを含んでいることが好ましく、Ｘは少
なくともＩを含んでいることが好ましい。また、Ａは特にＴｌまたはＮａであることが好
ましい。ｚは１×１０－4≦ｚ≦０．１であることが好ましい。
【００４５】
　また、上記基本組成（Ｉ）の他に、
基本組成式（ＩＩ）：ＭIIＦＸ：ｚＬｎ
で表わされる希土類付活アルカリ土類金属フッ化ハロゲン化物系蛍光体を用いてもよい。
上記式において、ＭIIはＢａ，Ｓｒ及びＣａからなる群より選択される少なくとも１種の
アルカリ土類金属を表す。ＬｎはＣｅ，Ｐｒ，Ｓｍ，Ｅｕ，Ｔｂ，Ｄｙ，Ｈｏ，Ｎｄ，Ｅ
ｒ，Ｔｍ及びＹｂからなる群より選択される少なくとも１種の希土類元素を表す。Ｘは、
Ｃｌ，Ｂｒ及びＩからなる群より選択される少なくとも１種のハロゲン元素を表す。また
、ｚは、０＜ｚ≦０．２である。
【００４６】
　なお、上記式中のＭIIとしては、Ｂａが半分以上を占めることが好ましい。Ｌｎとして
は、特にＥｕまたはＣｅであることが好ましい。
　また、基本組成（III）：Ｌｎ２Ｏ２Ｓ
で表される希土類酸硫化物系蛍光体を用いてもよい。
　上記式において、ＬｎはＬａ，Ｃｅ，Ｐｒ，Ｎｄ，Ｓｍ，Ｅｕ，Ｔｂ，Ｄｙ，Ｈｏ，Ｅ
ｒ，Ｔｍ，Ｌｕ及びＹｂからなる群より選択される少なくとも２種の希土類元素を表す。
　また、他に、ＬｎＴａＯ4：（Ｎｂ，Ｇｄ）系，Ｌｎ2ＳｉＯ5：Ｃｅ系，ＬｎＯＸ：Ｔ
ｍ系（Ｌｎは希土類元素である），ＺｎＷＯ4，ＬｕＡｌＯ3：Ｃｅ，Ｇｄ3Ｇａ25Ｏ12：
Ｃｒ，Ｃｅ、ＨｆＯ2等が挙げられる。
【００４７】
　図２に示すように、隔壁１４は、複数の画素に対応して画素ごとにシンチレータ層１２
を区画するように設けられている。すなわち、縦横にマトリクス状に設けられた隔壁１４
で囲まれた１つの領域が、センサ基板１１に設けられた１つの画素ＰＸに対応する領域で
ある。あるいは、隔壁１４で囲まれた１つの領域が、センサ基板１１に設けられた複数の
画素ＰＸに対応する領域であってもよい。以下、シンチレータ層１２の、各画素ＰＸに対
応する領域を画素対応領域という。図１に示すように、この画素対応領域の直下に、上記
のフォトダイオード１６が配置されている。
【００４８】
　隔壁１４の材料は無機材料を主成分として含む。あるいは、隔壁１４の材料は無機材料
のみであってもよい。無機材料としては、ガラス及びセラミック等のうち少なくとも１つ
が挙げられる。隔壁１４の材料は、６０重量％以上１００重量％以下のガラスを含有する
。ガラスの含有量が６０重量％より小さい場合、隔壁１４の強度が低下するため、それは
６０重量％以上であることが望ましい。
【００４９】
　ガラス量が１００重量％以下である場合、隔壁１４の材料は、ガラス及びセラミックの
両方を含有していればよい。
【００５０】
　ガラスとしては、例えば、ケイ酸塩ガラス、あるいはホウ酸塩ガラスが用いられる。ま
たガラスに含有され得る成分としては、ＳｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3、Ｂ2Ｏ3、ＺｎＯ、ＢａＯ、
Ｂｉ2Ｏ3、Ｌｉ2Ｏ3、Ｎａ2Ｏ、Ｋ2Ｏ、ＰｄＯ、ＭｇＯ、ＣａＯ、ＢａＯ、ＳｒＯ、Ｔｉ
Ｏ2、ＺｒＯ2等が挙げられる。
【００５１】
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　セラミックとしては、例えば、ＴｉＯ2・ＺｎＯ、ＺｒＯ・ＢａＳＯ4・ＢａＣＯ3・Ｂ
ａＴｉＯ3・ＭｇＯ・ＰｂxＯy・ＰｂＴｉＯ3・ＺｎＳ等が用いられる。
【００５２】
　図１及び２に示した、隔壁１４のサイズ（幅ｄ１及び高さｄ２）については後述する。
【００５３】
　（対向基板）
　対向基板１３は、例えば１ｍｍ以下の厚さを有するガラス板であり、シンチレータ層１
２を上面から封止し、シンチレータ層１２への水分の浸入を防ぐものである。この対向基
板１３の側面には、耐衝撃性能を高める（微小クラックに起因する割れを防ぐ）ための樹
脂コーティングが施されていてもよいし、対向基板１３とシンチレータ層１２との間に、
反射膜など他の層が積層されていてもよい。
【００５４】
　対向基板１３の材料は、ガラス以外でもよい。その材料としては、Ａｌ、Ｃｕ、Ｆｅ、
カーボンプレート、炭素繊維強化樹脂シート、Ｓｉ、Ｇｅ、ＧａＡｓ、ＳｉＣ、ＳｉＮ、
石英、サファイア、ＰＥＴ、ＰＥＮ、ポリカーボネート、あるいは、ポリイミドフィルム
等が用いられる。
【００５５】
　［センサ基板の構成］
【００５６】
　（画素部及び周辺回路）
　図３は、センサ基板１１における画素部１０と、その周辺領域に配設された画素駆動回
路の一例を模式的に示す。このように、センサ基板１１では、画素部１０の周囲に、画素
部１０を駆動するための回路部１５が配設されている。画素部１０では、フォトダイオー
ド１６及びトランジスタを含む画素（単位画素）ＰＸがマトリクス状に配置されている。
各画素ＰＸは、画素駆動線２７（具体的には、行選択線）及び信号線２８に接続されてい
る。
【００５７】
　回路部１５は、例えば行走査部２３、列走査部２５及びシステム制御部２６を有する。
行走査部２３は、シフトレジスタ及びアドレスデコーダ等を含んで構成され、画素部１０
へ画素駆動線２７を通じて駆動信号を供給することにより、画素部１０を行単位で駆動す
る。列走査部２５は、シフトレジスタやアドレスデコーダ等によって構成される。列走査
部２５は、信号線から出力される、各画素ＰＸに設けられたフォトダイオード１６の受光
量に応じた信号を順に受け、これらの信号を外部へ出力する。
【００５８】
　なお、これらの行走査部２３、列走査部２５及び信号線２８からなる回路部分は、セン
サ基板１１に集積された回路であってもよいし、あるいはセンサ基板１１に接続された外
部制御ＩＣに配設されていてもよい。また、それらの回路部分は、ケーブル等により接続
された他の基板に形成されていてもよい。
【００５９】
　システム制御部２６は、外部から与えられるクロックや、動作モードを指令するデータ
などを受け取るとともに、放射線検出器１の内部情報などのデータを出力する。システム
制御部２６は、また、各種のタイミング信号を生成するタイミングジェネレータを有して
おり、このタイミングジェネレータで生成された各種のタイミング信号を基に行走査部２
３及び列走査部２５などの駆動を制御する。
【００６０】
　図４は、図３に示した画素駆動回路によって駆動される画素ＰＸの回路（画素回路２０
）の一例を示す。
【００６１】
　画素回路２０は、例えばパッシブマトリクス駆動方式を採用した回路であり、フォトダ
イオード１６、コンデンサ１３８及びトランジスタＴｒを含む。
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【００６２】
　フォトダイオード１６は、入射光の光量（受光量）に応じた電荷量の信号電荷を発生す
るデバイスである。フォトダイオード１６及び容量成分１３８が、基準電位Ｖxrefの供給
線１７４に並列に接続されている。つまり、フォトダイオード１６が、供給線１７４と、
コンデンサ１３８の一端である蓄積ノードＮとの間に接続されている。
【００６３】
　行選択線１７３には、行操作信号（リード信号）Ｖreadが供給される。トランジスタＴ
ｒのゲートは、行選択線１７３に接続され、ソース及びドレインが、蓄積ノードＮ及び信
号線２８にそれぞれ接続されている。行操作信号Ｖreadに対応する電圧が、トランジスタ
Ｔｒのゲートに印加されることにより、コンデンサ１３８に蓄積された、フォトダイオー
ド１６の受光量に応じた電荷量の信号電荷が、蓄積ノードＮを介して信号線２８に出力さ
れる。
【００６４】
　［放射線検出器の製造方法］
【００６５】
　図５は、本実施形態に係る放射線検出器の製造方法を示すフローチャートである。
【００６６】
　まず、対向基板１３上に図示しない反射膜（反射層）が形成される（ステップ１０１）
。反射膜としては、例えば、ガラスペースト（ガラス粒子、セラミック粒子、有機バイン
ダ及び有機溶剤を混合した材料）が、ブレードコータによって、対向基板１３上に塗布さ
れることにより、反射膜が形成される。反射膜の厚さは例えば３０μmである。なお、場
合によっては、上記有機溶剤は用いられなくてもよく、その他の添加剤成分が加えられた
ガラスペーストが用いられてもよい。
【００６７】
　反射膜が形成された対向基板１３の乾燥処理が行われる（ステップ１０２）。この乾燥
処理では、例えば、８０℃の温度で１０分程度の熱処理が行われる。
【００６８】
　乾燥処理後、対象物の焼成処理が行われる（ステップ１０３）。この焼成処理により、
ガラスペーストに含まれる有機バインダが除去される。この焼成処理は、例えば、５５０
℃の温度で１０分程度である。
【００６９】
　対向基板１３上（反射膜上）に、隔壁１４を構成する材料として感光性ペーストが塗布
される（ステップ１０４）。感光性ペーストは、ガラス粒子と感光性の有機バインダとを
混合した材料である。
【００７０】
　なお、場合によっては、有機溶剤、あるいはその他の添加剤成分が加えられた感光性ペ
ーストが用いられてもよい。添加剤成分とは、例えば、光重合開始剤、紫外線吸光剤、増
感剤、増感助剤、重合禁止剤、可塑剤、増粘剤、酸化防止剤、あるいは、分散剤沈殿防止
剤等である。
【００７１】
　感光性ペーストが塗布された後、対象物の乾燥処理が行われる（ステップ１０５）。こ
の乾燥処理では、例えば、８０℃の温度で６０分程度の熱処理が行われる。
【００７２】
　フォトマスクを用いた感光性ペースト材料の露光処理及びその現像処理により、感光性
ペーストが、図１及び２に示すような隔壁１４の形状にパターニングされる（ステップ１
０６及び１０７）。感光性ペースト材料は、隔壁を構成するための上記したガラス及びセ
ラミックのうち少なくとも一方の無機材料を含む。
【００７３】
　ステップ１０６の現像処理後、対象物の乾燥処理が行われる（ステップ１０８）。この
乾燥処理では、例えば、１２０℃の温度で６０分程度の熱処理が行われる。
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【００７４】
　乾燥処理後、対象物の焼成処理が行われる（ステップ１０９）。この焼成処理により、
感光性ペーストに含まれる有機バインダを除去する。この焼成処理は、例えば、５５０℃
の温度で３０分程度である。
【００７５】
　焼成処理後、次のような幅ｄ１を持つ隔壁１４が得られる。隔壁１４の幅ｄ１は、１０
μm～４０μm、より好ましくは、１０μm～３０μmとされる。隔壁１４の幅ｄ１が１０μ
ｍより小さいと、その形成が困難になり、４０μmより大きいと、開口率（画素ＰＸごと
の開口率）及び解像度を所望の設計値とすることができない。ここで、上記隔壁１４の幅
とは、隔壁１４の高さｄ２の半分の位置における幅を意味する。
【００７６】
　なお、以上のように構成された隔壁１４のアスペクト比は、１０～２０、１０～２７、
あるいは３０～８０である。
【００７７】
　スクリーン印刷の場合、マスクのパターン開口からのペースト材料の余分な漏れ等によ
り、３０μmより小さい幅の隔壁を形成することは困難である。また、スクリーン印刷に
よって、３０μmより大きい幅の隔壁を形成することができたとしても、スクリーン印刷
の場合、上記のように３００μm～８００μmの高さの隔壁を実現するためには、印刷処理
を何回も繰り返す必要がある。例えば、スクリーン印刷の場合、１回の塗布処理での塗布
膜厚は１０μmである。したがって、３００μmを達成するには３０回の塗布処理（重ね塗
り）が必要となり、これでは多大な手間と時間を要する。
【００７８】
　また、スクリーン印刷の場合、パネルサイズが大きくなるほど、その隔壁の形成の位置
精度が悪くなるという問題がある。特に、多数回の重ね塗りが行われるので、重ね塗りご
との位置精度が悪いと、重ね塗りごとにその形成位置がずれるので、形成される隔壁の幅
は、目標とされた隔壁の幅より大きくなってしまう。また、スクリーン印刷では、隔壁の
縦横線がクロスする位置（例えば図１に示した符号Ｂ１で示す領域）ではその隔壁幅が大
きくなってしまい、サイズ精度が悪いという問題もある。
【００７９】
　これに対して、本実施形態に係る製造方法は、隔壁１４の形成のために、ガラス等の無
機材料を含む感光性ペースト材料によるフォトリソグラフィ技術を用いることにより、上
記のように、小さい幅で、かつ、高アスペクト比を有する隔壁を形成することができる。
本実施形態によれば、１回または２回の、露光及び現像処理により、上記サイズを有する
隔壁１４を形成することができる。また、感光性ペーストによるフォトリソグラフィ技術
によれば、隔壁１４の位置精度及びサイズ精度が大幅に向上する。
【００８０】
　焼成処理後、蛍光体材料、すなわちシンチレータ層１２を構成する材料が、隔壁１４で
囲まれる領域内に充填される（ステップ１１０）。蛍光体材料としては、例えばＧｄ2Ｏ2

Ｓ：Ｔｂ粉末、有機バインダ及び有機溶剤を混合して作製した粉末ペーストが用いられる
。有機溶剤は、場合によっては用いられなくてもよい。この粉末ペーストがブレードコー
タによって塗布される。この蛍光体材料の塗布膜厚は、上記隔壁１４の高さと同程度また
はそれより厚い。
【００８１】
　乾燥処理（例えば８０℃で６０分程度）、及び、焼成処理（例えば５００℃で３０分程
度）が行われる（ステップ１１１及び１１２）。また、対象物の対向基板１３が設けられ
る側とは反対側の表面（隔壁１４及びシンチレータ材が露出する面）が研磨される。これ
により、表面に残った余分な主に蛍光体材料が除去される。また、この研磨により、隔壁
１４及びシンチレータ材の高さが、その表面内で実質的に同一かつ一定となる。研磨処理
はなくてもよい。
【００８２】
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　研磨された表面に接着剤が塗布される（ステップ１１３）。接着剤としては、有機バイ
ンダに有機溶剤が混合された材料が用いられる。塗布厚は、例えば２５μmであり、ブレ
ードコータによって接着剤が塗布される（ステップ１１４）。その後、乾燥処理（例えば
８０℃で５分程度）が行われる（ステップ１１５）。接着剤の塗布処理はなくてもよい。
【００８３】
　上述のセンサ基板１１が用意され、このセンサ基板１１と、シンチレータ層１２及び隔
壁１４が設けられた対向基板１３とが貼り合わせられる（ステップ１１６）。この場合、
センサ基板１１に設けられた複数の画素ＰＸの領域と、シンチレータ層１２の画素対応領
域とが対応するように、両基板が貼り合わせられる。
【００８４】
　［隔壁のサイズと輝度との関係］
【００８５】
　（幅について）
　図６は、隔壁の幅（ｄ１）と、その幅の隔壁を有する放射線検出器により得られる輝度
（輝度比）との関係を示すグラフである。図７は、その関係を示す表である。
【００８６】
　本実験では、スクリーン印刷により３５μmの幅及び４００μmの高さを有する隔壁が形
成された場合の輝度を１００％とし、これと、本技術の感光性ペーストによる隔壁１４が
形成された場合の輝度とを比較している。この場合、いずれの場合も、隔壁の高さは、４
００μmに設定された。
【００８７】
　図７において、隔壁幅が４０μmの場合以外、つまり１０μm～３５μmの隔壁の場合、
スクリーン印刷に比べ高い値を得ることができた。
【００８８】
　スクリーン印刷での幅３５μmと、感光性ペーストによる幅３５μmとで、後者の方が輝
度が高い理由は、上述のように、隔壁の縦横線がクロスする位置ではその隔壁幅が大きく
なってしまうためである。つまり、それにより開口率が低下するからである。
【００８９】
　（高さについて）
　図８は、隔壁の高さ（ｄ２）と、その高さの隔壁を有する放射線検出器により得られる
輝度（輝度比）との関係を示すグラフである。図９は、その関係を示す表である。
【００９０】
　本実験では、例えば隔壁の高さ１５０μmの場合の輝度を１００％とし、これと、本技
術の感光性ペーストによる隔壁１４が形成された場合の輝度とを比較している。この場合
、いずれの場合も、隔壁の幅は３０μmとされた。
【００９１】
　所定の高さ（本実験では４００μm～６００μm）までは、その高さが高いほど、画素対
応領域内のシンチレータ材の量が増えるため、その分放射線の吸収量も多くなり、その飽
和点は存在するが、発光量、つまり輝度が増える。しかし、その所定の高さを超えると輝
度が減っていくことが分かった。本発明者らは、最適な高さ範囲は、３００μm～８００
μmであると考えている。
【００９２】
　本実施形態に係る隔壁１４のように高さが高く、また、幅が細い隔壁１４が設けられる
ことにより、シンチレータ層１２の体積を増加させることできる。つまり、放射線、ここ
ではＸ線を効率よく可視光に変換できることができ、高感度化を実現することができる。
【００９３】
　特に、感光性ペーストによるフォトリソグラフィ技術が用いられることにより、高アス
ペクト比で微細な隔壁１４を精密に形成することができる。
【００９４】
　［シンチレータ層等の他の実施形態］
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【００９５】
　次に、他の実施形態に係る放射線検出器ついて説明し、主に、シンチレータ層に含まれ
る、または、シンチレータ層上に形成される層のいくつかの実施形態について説明する。
これ以降の説明では、図１等に示した実施形態に係る放射線検出器、また、図５に示した
放射線検出器の製造方法について、同様の事項の説明を簡略化または省略し、異なる事項
を中心に説明する。
【００９６】
　（例１）
　図１０は、例１に係る放射線検出器を示す。この放射線検出器５１は、センサ基板１１
、対向基板１３、隔壁１４及びシンチレータ層５２を備える。シンチレータ層５２は、蛍
光体材料で形成される蛍光体層５２１と、蛍光体材料及び樹脂材料の両方を含む混合層５
２２とを含む。混合層５２２は、蛍光体層５２１とセンサ基板１１との間に設けられてい
る。
【００９７】
　この場合、隔壁１４の高さは、上記したように３００μm～８００μm、望ましくは、
４００μm～６００μmである。この隔壁１４のサイズは、後述する例２～４に係る実施形
態においても同様に適用され得る。混合層の厚さは、１０μm～２００μmとされることが
望ましい。
【００９８】
　図１１は、図１０に示した放射線検出器の製造方法を説明するための図である。図１２
は、その製造方法を示すフローチャートである。
【００９９】
　図５におけるステップ１０１～１１２もしくは１１３が実行される。その結果、蛍光体
材料により形成されるシンチレータ層５２１'が形成される。その後、樹脂材料を有機溶
剤に溶解して液状にした溶液５２２'が、そのシンチレータ層５２１'上に塗布される（ス
テップ２１０）。溶液ではなく、樹脂材料そのものが塗布されてもよい。
【０１００】
　ステップ２１０では、ノズル４０から吐出される溶液５２２'の流量及びノズル４０の
移動速度などが調整されることにより、上記のような所定の厚さを有する混合層５２２が
形成される。
【０１０１】
　樹脂材料としては、例えば、硝化綿、酢酸セルロース、エチルセルロース、ポリビニル
ブチラール、綿状ポリエステル、ポリ酢酸ビニル、塩化ビニル、塩化ビニリデン、塩化ビ
ニルコポリマー、塩化ビニリデン－塩化ビニルコポリマー、塩化ビニル－酢酸ビニルコポ
リマー、ポリアルキル（メタ）アクリレート、ポリカーボネート、ポリウレタン、セルロ
ースアセテートブチレート、エポキシ、シリコーン、ポリオレフィン、ポリエステル、ポ
リアミドゴム(アラビアゴム)、ウレタン変性ポリエステル、ゼラチン、デキストラン、ニ
トロセルロース、ポリアルキルメタアクリレート、または、ポリビニルアルコール等が挙
げられる。
【０１０２】
　有機溶剤としては、例えば、メタノール、エタノール、プロパノール、メチルエチルエ
ーテル、アセトン、ＭＥＫ、ＭＩＢＫ、酢酸ブチル、酢酸エチル、エチルエーテル、キシ
レン、トルエン等が用いられる。また、必要に応じて、フタル酸、ステアリン酸等の分散
剤や、燐酸トリフェニル、フタル酸ジエチル等の可塑剤を、その有機溶剤に添加してもよ
い。
【０１０３】
　この後、上述のように処理の対象となる対象基板（隔壁１４及びシンチレータ層５２が
形成された対向基板１３）に対して、乾燥あるいは硬化処理等が行われることにより、混
合層が形成される（ステップ２１１）。そして、上記シンチレータ層５２がセンサ基板１
１上に配置されるように、センサ基板１１と対象基板とが貼り合わせられる。



(13) JP 2017-191113 A 2017.10.19

10

20

30

40

50

【０１０４】
　ここで、放射線検出器の製造過程において、蛍光体材料が粉粒状である場合には、隔壁
１４内に蛍光体材料が充填された後、例えば基板の搬送時や処理時において、粉粒状の蛍
光体材料が基板から脱落する（こぼれ落ちる）おそれがある。本実施形態では、樹脂材料
を含む溶液がシンチレータ層５２１'上に塗布されることにより、その樹脂の乾燥もしく
は硬化後には、その樹脂材料を含む混合層５２２が、シンチレータ層におけるキャップ層
として機能する。すなわち、キャップ層が設けられることにより、放射線検出器５１の製
造過程で発生し得る蛍光体材料の脱落を防止することができる。
【０１０５】
　（例２）
　図１３は、例２に係る放射線検出器の製造方法を説明するための図である。
　この例２に係る放射線検出器６１では、対向基板１３上に形成された隔壁１４内の領域
に、蛍光体材料及び樹脂材料の両方を含む材料６２'が充填され、その充填後の焼成（例
えば図５のステップ１１２に相当する「焼成」）が行われないことにより、樹脂材料が除
去されないでシンチレータ層６２に全体的に分布するように残存する。この樹脂材料は、
上記例１で挙げた樹脂材料でよい。
【０１０６】
　樹脂材料が乾燥もしくは硬化することにより、蛍光体材料の脱落を防止することができ
る。
【０１０７】
　このように樹脂材料及び蛍光体材料を含むシンチレータ層６２が製造された後、図示し
ないセンサ基板が対向基板１３に貼り合わせられる。
【０１０８】
　（例３）
　図１４は、例３に係る放射線検出器の製造方法を説明するための図である。
　この例３に係る放射線検出器７１では、対向基板１３上に形成された隔壁１４内の領域
に、蛍光体材料及びガラス材料（例えばガラス粒子）の両方を含む材料７２'が充填され
る。その後、これが焼成される。焼成の温度や時間等の条件によって、ガラスの状態や含
有量が適宜調整され得る。
【０１０９】
　なお、このようにガラス材料及び蛍光体材料を含むシンチレータ層７２が製造された後
、図示しないセンサ基板が対向基板１３に貼り合わせられる。
【０１１０】
　本実施形態においても、放射線検出器７１の製造過程における蛍光体材料の脱落を防止
することができる。
【０１１１】
　（例４）
　図１５は、例４に係る放射線検出器の製造方法を説明するための図である。
　この例４に係る放射線検出器８１では、対向基板１３上に形成された隔壁１４内の領域
に、蛍光体材料が充填される。そして、その隔壁１４及びシンチレータ層１２上に、樹脂
材料を含むシート８２が転写される。このシート８２は、そのシンチレータ層１２及び隔
壁１４と、図示しないセンサ基板との間に設けられるキャップ層として機能する。
【０１１２】
　シートの厚さは、例えば１０μm～１００μmとされる。
【０１１３】
　シートとして、例えば大きく分けて、ホットメルト系接着材シートと、粘着剤シート（
接着系シート）とに分けられる。ホットメルト系接着剤シートとしては、ポリオレフィン
系、ポリエステル系、またはポリアミド系等が挙げられる。粘着剤シートとしては、アク
リル、ポリウレタン、シリコーン、ゴム(アラビアゴム)、ポリエステル、ウレタン変性ポ
リエステル、ゼラチン、デキストラン、ポリビニルブチラール、ポリ酢酸ビニル、ニトロ
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セルロース、エチルセルロース、塩化ビニリデン、塩化ビニルコポリマー、ポリアルキル
メタアクリレート、塩化ビニル、酢酸ビニルコポリマー、セルロースアセテートブチレー
ト、ポリビニルアルコール、または線状ポリエステル等が挙げられる。
【０１１４】
　本実施形態においても、放射線検出器８１の製造過程における蛍光体材料の脱落を防止
することができる。シートを予め用意しておけば、対象基板にシート８２を貼るだけでキ
ャップ層が形成されるので、キャップ層の製造が容易になる。
【０１１５】
　（例５）
　図１６は、例５に係る放射線検出器の製造方法を説明するための図である。図１７は、
その製造方法を示すフローチャートである。
【０１１６】
　この例では、図５におけるステップ１０１～１１１、１００～１１２、または１００～
１１３が実行された後、隔壁１４及びシンチレータ層１２上に、蛍光体材料及び樹脂材料
を混合したペースト材料９２が塗布される。これにより、キャップ層が形成される。ある
いは、蛍光体材料及び樹脂材料を含む図示しないシートが、隔壁１４及びシンチレータ層
１２上に転写されてもよい。その後、乾燥または硬化処理等が行われる（ステップ３１１
）。
【０１１７】
　この場合、隔壁１４の高さは、２００μm～６００μmである。これらの場合、キャップ
層の厚さは、５０μm～３００μmとされることが望ましい。より望ましくは、１５０μm
～３００μmである。
【０１１８】
　樹脂材料としては、例えば、硝化綿、酢酸セルロース、エチルセルロース、ポリビニル
ブチラール、綿状ポリエステル、ポリ酢酸ビニル、塩化ビニル、塩化ビニリデン、塩化ビ
ニルコポリマー、塩化ビニリデン－塩化ビニルコポリマー、塩化ビニル－酢酸ビニルコポ
リマー、ポリアルキル（メタ）アクリレート、ポリカーボネート、ポリウレタン、セルロ
ースアセテートブチレート、エポキシ、シリコーン、ポリオレフィン、ポリエステル、ポ
リアミドゴム(アラビアゴム)、ウレタン変性ポリエステル、ゼラチン、デキストラン、ニ
トロセルロース、ポリアルキルメタアクリレート、または、ポリビニルアルコール等が挙
げられる。
【０１１９】
　有機溶剤としては、例えば、メタノール、エタノール、プロパノール、メチルエチルエ
ーテル、アセトン、ＭＥＫ、ＭＩＢＫ、酢酸ブチル、酢酸エチル、エチルエーテル、キシ
レン、トルエン等が用いられる。また、必要に応じて、フタル酸、ステアリン酸等の分散
剤や、燐酸トリフェニル、フタル酸ジエチル等の可塑剤を、その有機溶剤に添加してもよ
い。
【０１２０】
　上記例４に係る実施形態のように、シンチレータ層上に樹脂材料のみを含むキャップ層
が設けられる場合、輝度の低下が起こる可能性もある。しかし、この例５に係る本実施形
態に係るキャップ層は、蛍光体材料を含むので、輝度を低下させることなく、蛍光体材料
の脱落を防止することができる。
【０１２１】
　例１～４のように、隔壁１４によってシンチレータ層が画素ごとにほぼ隔離される場合
、画素間での光の往来がないため、解像度は向上する。しかしこの場合、放射線のフォト
ンの性質（量子特有の性質である粒子の存在確率の分布のゆらぎ等）が画像に反映され得
るため、ノイズ（ホワイトノイズ）が増えるおそれがある。これに対して、この例５に係
る本実施形態では、隔壁１４及びシンチレータ層１２と、センサ基板との間にキャップ層
が設けられるので、隔壁１４の、センサ基板側の端部１４ａが、センサ基板１１からキャ
ップ層（ペースト材料９２）を介して離間している。これにより、センサ基板におけるセ
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ンサの個々の独立性が緩和され、当該ノイズが低減される。
【０１２２】
　このように、解像度とノイズとが、ある領域において二律背反関係にあるので、設計に
応じて、例１～５が適宜選択されればよい。
【０１２３】
　［その他の実施形態］
【０１２４】
　本技術は、以上説明した実施形態に限定されず、他の種々の実施形態を実現することが
できる。
【０１２５】
　上記実施形態に係る製造方法では、対向基板側に隔壁が形成されたが、センサ基板側に
隔壁が形成され、その後、隔壁が形成されたセンサ基板と、対向基板とが貼り合わせられ
てもよい。センサ基板側に隔壁が形成された場合は、対向基板は無くてもよい。その場合
、反射層がセンサ基板と反対側に形成される。
【０１２６】
　また、上記例１～５で説明した、シンチレータ層等の他の実施形態においても、センサ
基板側に隔壁及びシンチレータ層が形成されてもよい。この場合、この対向基板とセンサ
基板とが貼り合わせられてもよい。この場合、上記のように少なくとも樹脂材料を含む材
料が塗布または転写されたシンチレータ層が、対向基板上に配置されるように、センサ基
板及び前記対向基板を貼り合わせられる。あるいは、対向基板は無くてもよい。
【０１２７】
　上記実施形態に係る製造方法では、ステップ１０９において蛍光体材料が充填され焼成
されることにより、シンチレータ層が形成された。しかし、隔壁の形状パターンを有する
蒸着マスク越しに、蒸着によって蛍光体材料が、隔壁に囲まれた領域内に充填されてもよ
い。
【０１２８】
　上記実施形態に係る製造方法における各工程のうち、例えば乾燥、焼成処理等の温度や
時間も適宜変更可能である。
【０１２９】
　上記実施形態では、感光性ペーストの無機材料の例として、ガラス及びセラミックを挙
げたが、他の材料であってもよい。
【０１３０】
　上記各実施形態において、隔壁１４の高さは、上記したように３００～８００μm、４
００～６００μmに限られない。それは、３００～６００μm、３００～５００μm、３０
０～４５０μm、３００～４００μm、４００～７００μm、４５０～６５０μm、または、
４５０～７００μm、５００～７００μm、または、５００～６００μmなどであってもよ
い。
　これらのそれぞれの場合において、隔壁１４の厚さは、上記したように、１０μm～４
０μm、１０μm～３５μm、または、１０μm～３０μm、２０～４０μm、２０～３５μm
、２０～３０μmなどの範囲を取り得る。
【０１３１】
　上記各実施形態に係る対向基板に用いるガラスのガラス転移温度は、例えば６００℃以
上とされてもよい。これは、製造プロセスでセンサや基板の耐熱性を考慮したものである
。
【０１３２】
　上記各実施形態に係るセンサ基板１１の材料として、上記実施形態では、ガラスを想定
していたが、半導体基板が用いられてもよい。
　その場合、そのガラス転移温度が上記同様に６００℃以上とされてもよい。基板の比重
は、２．４g/cm3以下で、その厚さは０．５mm～１．０mmであってもよいが、これらの値
には限られない。
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　また、センサ基板１１側の熱膨張係数が、ガラス基板のそれに対して±２０％の範囲内
であってもよい。これは、両者の熱膨張係数差が大きすぎることによる、センサとシンチ
レータの位置すれを抑制するためである。
【０１３３】
　上記各実施形態に係る蛍光体材料として、例えばそれが粉末粒子である場合、その粉末
粒子の平均直径は、５μm～１５μmとされてもよい。直径が５μmより小さい場合、所望
の輝度が得られず、１５μmより大きい場合、隔壁１４内への充填が困難になるからであ
る。
　また、蛍光体材料の融点は、上記のような製造プロセス上、６００℃以下であってもよ
い。
【０１３４】
　以上説明した各形態の特徴部分のうち、少なくとも２つの特徴部分を組み合わせること
も可能である。
【０１３５】
　本技術は以下のような構成もとることができる。
（１）受光可能な複数の画素を有するセンサ基板と、
　前記センサ基板上に設けられたシンチレータ層と、
　３００μm以上８００μm以下の高さ、及び、１０μm以上４０μm以下の幅を有し、前記
シンチレータ層を画素ごとに区画するように設けられた隔壁と
　を具備する放射線検出器。
（２）（１）に記載の放射線検出器であって、
　前記隔壁の材料の主成分が無機材料である
　放射線検出器。
（３）（２）に記載の放射線検出器であって、
　前記隔壁に含まれる前記無機材料は、ガラス及びセラミックのうち少なくとも一方を含
有する
　放射線検出器。
（４）（２）または（３）に記載の放射線検出器であって、
　前記隔壁の材料は、６０重量％以上１００重量％以下のガラスを含有する
　放射線検出器。
（５）（１）から（４）のうちいずれか１項に記載の放射線検出器であって、
　前記シンチレータ層は、蛍光体材料及び樹脂材料を含む
　放射線検出器。
（６）（５）に記載の放射線検出器であって、
　前記シンチレータ層は、
　前記蛍光体材料で形成された蛍光体層と、
　前記蛍光体層と前記センサ基板との間に配置され、前記蛍光体材料及び前記樹脂材料の
両方を含む混合層とを含む
　放射線検出器。
（７）（１）から（４）のうちいずれか１項に記載の放射線検出器であって、
　前記シンチレータ層は、蛍光体材料及びガラス材料を含む
　放射線検出器。
（８）（１）から（４）のうちいずれか１項に記載の放射線検出器であって、
　前記シンチレータ層は、蛍光体材料を含み、
　前記放射線検出器は、前記シンチレータ層及び前記隔壁と、前記センサ基板との間に設
けられたキャップ層をさらに具備する
　放射線検出器。
（９）（８）に記載の放射線検出器であって、
　前記キャップ層は、少なくとも樹脂材料を含む
　放射線検出器。
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（１０）（９）に記載の放射線検出器であって、
　前記キャップ層は、前記蛍光体材料及び前記樹脂材料を混合した材料を含む
　放射線検出器。
（１１）フォトマスクを用いた感光性ペースト材料の露光処理及びその現像処理により、
隔壁を基板上に形成し、
　前記隔壁が形成された前記基板を焼成することにより、３００μm以上８００μm以下の
高さ、及び、１０μm以上４０μm以下の幅を有する前記隔壁を形成し、
　前記焼成後、前記基板上の前記隔壁により囲まれた領域内にシンチレータ材料を充填す
る
　放射線検出器の製造方法。
（１２）（１１）に記載の放射線検出器の製造方法であって、
　前記感光性ペースト材料は、無機材料と有機バインダとを含有する
　放射線検出器の製造方法。
（１３）（１１）または（１２）に記載の放射線検出器の製造方法であって、
　前記基板は、受光可能な前記複数の画素を有するセンサ基板に対向する対向基板であり
、
　前記隔壁は、複数の画素に対応するように形成され、
　前記シンチレータ材料で構成されるシンチレータ層が、前記センサ基板上に配置される
ように、前記センサ基板及び前記対向基板を貼り合わせる工程
　をさらに具備する放射線検出器の製造方法。
（１４）（１１）から（１３）のうちいずれか１項に記載の放射線検出器の製造方法であ
って、
　前記シンチレータ材料の充填により形成されたシンチレータ層上に、少なくとも樹脂材
料を含む材料を塗布または転写する工程
　をさらに具備する放射線検出器の製造方法。
（１５）（１４）に記載の放射線検出器の製造方法であって、
　前記塗布工程は、前記樹脂材料を含む溶液を、前記シンチレータ層上に塗布する
　放射線検出器の製造方法。
（１６）（１４）に記載の放射線検出器の製造方法であって、
　前記転写工程は、前記樹脂材料を含むシート材料を、前記シンチレータ層上に転写する
　放射線検出器の製造方法。
（１７）（１４）に記載の放射線検出器の製造方法であって、
　前記塗布工程は、蛍光体材料及び前記樹脂材料を含むペースト材料を、前記シンチレー
タ層上に塗布する
　放射線検出器の製造方法。
（１８）（１１）または（１２）に記載の放射線検出器の製造方法であって、
　前記基板は、受光可能な複数の画素を有するセンサ基板であり、
　前記隔壁は、前記複数の画素に対応するように形成される
　放射線検出器の製造方法。
（１９）（１８）に記載の放射線検出器の製造方法であって、
　前記センサ基板上の、前記シンチレータ材料の充填により形成されたシンチレータ層上
に、少なくとも樹脂材料を含む材料を塗布または転写する工程と、
　前記材料が塗布または転写された前記シンチレータ層が、対向基板上に配置されるよう
に、前記センサ基板及び前記対向基板を貼り合わせる工程と
　をさらに具備する放射線検出器の製造方法。
【符号の説明】
【０１３６】
　１、５１、６１、７１、８１、９１…放射線検出器
　１１…センサ基板
　１２、５２、６２、７２…シンチレータ層
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　１３…対向基板
　１４…隔壁
　１６…フォトダイオード
　８２…シート
　９２…ペースト材料

【図１】 【図２】



(19) JP 2017-191113 A 2017.10.19

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】



(20) JP 2017-191113 A 2017.10.19

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】



(21) JP 2017-191113 A 2017.10.19

【図１５】 【図１６】

【図１７】

【手続補正書】
【提出日】平成29年8月23日(2017.8.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受光可能な複数の画素を有するセンサ基板と、
　前記センサ基板上に設けられたシンチレータ層と、
　３００μm以上８００μm以下の高さ、及び、１０μm以上４０μm以下の幅を有し、前記
シンチレータ層を画素ごとに区画するように設けられた隔壁と、
　前記シンチレータ層及び前記隔壁を介して前記センサ基板に対向して設けられた対向基
板と、
　前記シンチレータ層と前記センサ基板との間に設けられ、蛍光体材料及び樹脂材料を含
む１５０μm以上３００μm以下の厚さのキャップ層と、
　前記対向基板と前記シンチレータ層との間に設けられた反射膜と
　を具備する放射線検出器。
【請求項２】
　請求項１に記載の放射線検出器であって、
　前記隔壁の材料は、６０重量％以上１００重量％以下のガラスを含有する
　放射線検出器。
【請求項３】
　受光可能な複数の画素を有するセンサ基板と、前記センサ基板に対向する対向基板とを
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備える放射線検出器の製造方法であって、
　前記対向基板上に反射膜を形成し、
　前記対向基板上の前記反射膜上に、感光性ペースト材料を塗布し、
　フォトマスクを用いた前記感光性ペースト材料の露光処理及びその現像処理により、隔
壁を基板上に形成し、
　前記隔壁が形成された前記基板を焼成することにより、３００μm以上８００μm以下の
高さ、及び、１０μm以上４０μm以下の幅を有する前記隔壁を形成し、
　前記焼成後、前記基板上の前記隔壁により囲まれた領域内にシンチレータ材料を充填し
、
　前記シンチレータ材料の充填により形成されたシンチレータ層上に、蛍光体材料及び樹
脂材料を含むシート材料を転写、または、蛍光体材料及び樹脂材料を含むペースト材料を
塗布することで、１５０μm以上３００μm以下の厚さのキャップ層を形成し、
　前記シート材料の転写または前記ペースト材料の塗布後、前記シンチレータ層及びその
上の前記キャップ層が前記センサ基板と前記対向基板との間に配置されるように、前記セ
ンサ基板及び前記対向基板を貼り合わせる
　放射線検出器の製造方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の放射線検出器の製造方法であって、
　前記隔壁の材料は、６０重量％以上１００重量％以下のガラスを含有する
　放射線検出器の製造方法。
【請求項５】
　請求項３または４に記載の放射線検出器の製造方法であって、
　前記シンチレータ材料は、粉粒状の蛍光体材料を含む
　放射線検出器の製造方法。
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